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１【提出理由】

2022年８月９日開催の取締役会において、下記のとおり連結子会社である岩通マニュファクチャリング株式会社と共

同して会社分割（新設分割）を行うことを決議しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第２項第７号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

 

２【報告内容】

(1) 提出会社の他の新設分割会社に関する事項

① 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号       ：岩通マニュファクチャリング株式会社

本店の所在地：福島県須賀川市前田川字宮の前216番－１

代表者の氏名：代表取締役社長　平原　一昭

資本金の額 ：295百万円

純資産の額 ：2,347百万円

総資産の額 ：5,058百万円

事業の内容 ：情報通信機器製造業

（注）資本金の額、純資産の額及び総資産の額は、2022年３月期のものです。

② 最近３年間に終了した各事業年度の売上収益、営業利益、経常利益及び純利益

 2020年３月期 2021年３月期 2022年３月期

売上収益 5,537百万円 6,040百万円 7,152百万円

営業利益 45百万円 △81百万円 97百万円

経常利益 43百万円 △83百万円 94百万円

当期純利益 21百万円 △76百万円 64百万円

③ 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係   ：当社は議決権を100％所有しています。

人的関係   ：当社役員及び従業員による役員兼任の関係があります。

取引関係   ：当社製品の製造を行っています。

 

(2) 新設分割の目的

印刷事業における消耗品の安定供給を維持すべく、生産と販売の集約によるオペレーションコストの削減を果たす

とともに、これまでに印刷事業で培った化学技術を基軸とする環境配慮型社会へ向けた機能材料の開発を行うことを

目的としています。

 

(3) 新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社となる会社の株式の数その他の財産

の内容

① 分割の日程

共同新設分割計画承認取締役会（当社）：2022年８月９日

新設分割効力発生日                 ：2022年10月３日（予定）

② 分割の方法

本会社分割は、当社及び岩通マニュファクチャリング株式会社を分割会社とし、両社が共同で設立する岩通ケミ

カルクロス株式会社を承継会社とする共同新設分割です。

③ 新設分割に係る割当ての内容

新設分割設立会社は、新設分割に際して普通株式10,000株を発行し、当社に対して4,600株、岩通マニュファク

チャリング株式会社に対して5,400株を分割対価として割当て交付します。

なお、岩通マニュファクチャリング株式会社は、本会社分割により取得する新設分割設立会社の全株式を効力発

生日に当社へ現物配当するため、新設分割設立会社は当社の100％子会社となります。

④ 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

⑤ 新設分割設立会社が承継する権利義務

新設分割設立会社は、効力発生日において当社及び岩通マニュファクチャリング株式会社の本件分割の対象とな

る事業に属する資産、負債、契約その他の権利義務について承継します。

⑥ 債務履行の見込み

本会社分割において、当社、岩通マニュファクチャリング株式会社及び新設分割設立会社が負担すべき債務につ

いては、その履行の見込みに問題はないものと判断しています。
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(4) 新設分割に係る割当ての内容の算定根拠

株式割当比率については、当社及び岩通マニュファクチャリング株式会社がそれぞれ新設分割設立会社に承継する

事業に係る株主資本相当額（承継する資産及び負債の差額）を考慮して決定しています。

本会社分割は、当社がその議決権の100％を保有する連結子会社との間で行う共同新設分割であるため、第三者機

関による算定は実施していません。

 

(5) 新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事

業の内容

商号       ：岩通ケミカルクロス株式会社

本店の所在地：東京都杉並区久我山１丁目７番41号

代表者の氏名：代表取締役社長　百武　勇人

資本金の額 ：50百万円

純資産の額 ：未定

総資産の額 ：未定

事業の内容 ：印刷機及び印刷消耗品の開発・製造・販売、機能素材の開発・製造・販売
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